
議案第１１号 

 

東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年２月２８日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

東久留米市国民健康保険税条例（平成２０年東久留米市条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第３項ただし書中「２２万円」を「２４万円」に改める。 

第３条第１項中「１００分の５．５２」を「１００分の５．８１」に改める。 

第５条中「３４，７００円」を「３５，９００円」に改める。 

第７条中「１００分の２．１５」を「１００分の２．１８」に改める。 

第９条中「１２，９００円」を「１３，２００円」に改める。 

第１１条中「１００分の１．８８」を「１００分の１．９４」に改める。 

第２８条第１項中「２２万円」を「２４万円」に改め、同項第１号ア中「２４，２９０

円」を「２５，１３０円」に改め、同号イ中「９，０３０円」を「９，２４０円」に改め、

同項第２号中「２９万円」を「２９．５万円」に改め、同号ア中「１７，３５０円」を

「１７，９５０円」に改め、同号イ中「６，４５０円」を「６，６００円」に改め、同項

第３号中「５３．５万円」を「５４．５万円」に改め、同号ア中「６，９４０円」を「７，

１８０円」に改め、同号イ中「２，５８０円」を「２，６４０円」に改め、同条第２項第

１号ア中「５，２０５円」を「５，３８５円」に改め、同号イ中「８，６７５円」を「８，

９７５円」に改め、同号ウ中「１３，８８０円」を「１４，３６０円」に改め、同号エ中

「１７，３５０円」を「１７，９５０円」に改め、同項第２号ア中「１，９３５円」を

「１，９８０円」に改め、同号イ中「３，２２５円」を「３，３００円」に改め、同号ウ

中「５，１６０円」を「５，２８０円」に改め、同号エ中「６，４５０円」を「６，６０

０円」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の東久留米市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以降の



年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。 

（失効） 

３ 第２条第３項ただし書の改正規定並びに第２８条第１項各号列記以外の部分の改正規

定、同項第２号の改正規定（「２９万円」を「２９．５万円」に改める部分に限る。以

下同じ。）及び同項第３号の改正規定（「５３．５万円」を「５４．５万円」に改める

部分に限る。以下同じ。）は、地方税法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第 

 号。以下「改正令」という。）の施行によりその効力を生じるものとし、改正令が成

立しないとき、その他改正令による改正後の地方税法施行令の規定の内容が当該改正規

定の内容と異なることとなるときは、第２条第３項ただし書の改正規定並びに第２８条

第１項各号列記以外の部分の改正規定、同項第２号の改正規定及び同項第３号の改正規

定は、その限りにおいてその効力を失う。 

 

 

（提案理由） 

 国民健康保険事業運営の健全化を図るため、令和６年度分以降の国民健康保険税の税率

等を改定する必要がある。 


